
 

    

 

 平成２８年８月５日 
国土交通省 九州地方整備局 武雄河川事務所 

 

嘉瀬川の竹採取希望者を公募します！ 
～採取した竹はどのようにお使い頂いても結構です～ 

 
  

国土交通省武雄河川事務所では、嘉瀬川で伐採の必要が生じてい

る竹林の竹を採取する者を公募します。 
  
採取した竹は竹加工品などの販売で使用することも可能です。 
 
注意：本公募で採用になった方は、採取前までに河川法（第２５条） 
の許可申請手続きを行って頂きます。 

 
公募について 
河川区域内の樹木はときおり繁茂し過ぎて河川管理の支障となる場合が

あります。国土交通省では、そうした場所の樹木については伐採を行いなが

ら河川の良好な維持管理を行っております。しかしながら伐採に多くの費用

を要することから、今回、竹伐採が必要な場所での採取者公募を行い、伐採

費用の縮減と採取された竹が有効利用されることを期待しています。 
地域で竹を必要とされている方と河川管理者である国との協同事業とし

て採取の希望者を公募します。 
詳細は「嘉瀬川河川敷樹木採取公募募集要項」で確認して下さい。 
 

【公募期間】：平成２８年８月１５日から８月３１日まで 
（採取予定期間：平成２８年１０月１日から平成２９年３月３１日） 
 

【公募方法及び応募用紙入手方法】 
  武雄河川事務所ホームページ又は担当窓口への問い合わせ 
  ○武雄河川事務所ホームページアドレス 
   http://www.qsr.mlit.go.jp/takeo/ 
 
 
 



 

 
【記者発表に関する問い合わせ先】  
〒８４３－００２３ 武雄市武雄町大字昭和７４５ 

ＴＥＬ：０９５４－２３－７９３４  
ＦＡＸ：０９５４－２３－５１７７ 

国土交通省 九州地方整備局 武雄河川事務所 
管理第一課長 宮原満弘（みやはらみつひろ） 
管理第一課 管理係長 堤智美（つつみともみ） 

○担当窓口 
武雄河川事務所 管理第一課 管理係 
 TEL:０９５４－２３－７９３４ 
 FAX:０９５４－２３－５１７７ 
 
嘉瀬川出張所 
 TEL:０９５２－６８－２３６２ 
 FAX:０９５２－６８－２３１７ 
 
【採取場所及び採取規模】 
 佐賀市大和町東山田地先（別紙－１を参照）  

竹林８，０００㎡のうちの希望の採取量 
ただし、最低採取面積１００㎡    
 

個人の方でも採取可能です。 
詳細については担当窓口へお問い合わせ下さい。 
  



機密性２情報

14k6 ●

14k8 ●

15k0 ●

14k6から上流を望む

嘉瀬川河川敷竹採取箇所

公募型樹木採取箇所

場所：嘉瀬川右岸 高水敷 １４ｋ６００～１５ｋ０００ 約８，０００ｍ２

採取範囲 赤枠範囲（竹のみ、センダンの木は存置）

進入路

別紙－１
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